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カレンダーと合同算術 

 

ある年の１２月のカレンダーの，火曜日の日付からいくつかを選んで和を求めたところ，太郎君は２６，

次郎君は６０になりました。この年の１２月１日は何曜日ですか。 
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カレンダーと合同算術 木曜日 

 

○１週間は７日ですから，同じ曜日の日付は７で割ったときの余りが等しくなります。例えば，５日と１２

日と１９日と２６日は同じ曜日になりますが，どれも７で割った余りは５です。 

 

○７で割った余りがａである数とｂである数の和を７で割ると，余りはａ＋ｂを７で割った余りとなります。

例えば，１０と２４は７で割った余りが３，６と２７は７で割った余りが６ですが，１０＋６＝１６も，２

４＋２７＝５１も，７で割った余りは３＋６＝９を７で割った余りである２となります。 

 

以上を利用すると，例えば１２月５日と同じ曜日の日付をいくつか加えた和を７で割った余りは，１つの

ときは５，２つのときは５＋５＝１０より３，３つのときは３＋５＝８より１，４つのときは１＋５＝６よ

り６，であることがわかります。同様にしてまとめると，以下のようになります。 

 

１つ １ ２ ３ ４ ５ ６ ０ 

２つ ２ ４ ６ １ ３ ５ ０ 

３つ ３ ６ ２ ５ １ ４ ０ 

４つ ４ １ ５ ２ ６ ３ ０ 

５つ ５ ３ １     

 

２６÷７＝３余り５より，火曜日の最初の日付は１，３，４，５，６日のいずれかです。ただし，１日の

場合は５つ，３日の場合は４つ，４日の場合は３つ曜日を加えなければならないので，いずれも２６を超え

てしまいます。よって，５，６日のいずれかです。 

６０÷７＝８余り４より，火曜日の最初の日付は１，２，４，６日のいずれかです。よって，和が２６と

なる条件と合わせると，６日であることが決まります。 

火曜日の最初の日付が６日であることから，１日は木曜日であるとわかります。 
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